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＜調査チーム＞
陽性となった方の行動歴、濃厚接触者の調査に関すること

＜入退院・搬送調整チーム＞コントロールセンター
感染症患者の受入調整や搬送調整、入院医療提供体制の整備に関すること

＜宿泊療養施設開設・運営支援チーム＞
無症状者や軽症者が療養する宿泊施設の開設や運営支援に関すること

副本部長：副知事
本部員：知事公室長、防災危機管理監、総合企画部長、総
務部長、文化スポーツ部長、琵琶湖環境部長、健康医療福
祉部長、健康医療福祉部理事、商工観光労働部長、農政水
産部長、土木交通部長、会計管理者、企業庁長、病院事業
庁長、議会事務局長、教育委員会教育長、警察本部長、地
域防災監、保健所長

対策本部　　　本部長：知事

地方本部

新型コロナウィルス感染症対策調整会議 感染症対策班

＜企画推進チーム＞
新型コロナウィルス感染症対策全般にかかる企画・政策立案に関すること

総務・企画班

知事公室

＜特措法対策チーム＞
特措法に基づく緊急事態措置に関すること

＜総務チーム＞
感染症に関する広報・報道、班内の連絡調整に関すること

市　町・関係団体 ＜広報チーム＞
新型コロナウィルス感染症対策全般にかかる広報・報道に関すること

教育班

＜畜産関係事業者支援相談＞畜産農家の経営支援に関すること

＜労働雇用相談＞労働・雇用相談に関すること

＜中小企業総合相談・融資制度＞
中小企業支援や資金繰り支援（セーフティネット資金等）に関すること

商工観光労働部・農政水産部

＜学校休業期間中の児童生徒の学習機会の確保等＞
県立中学・高等学校に関すること、県立特別支援学校に関すること

＜学校安全衛生、給食＞　学校における安全衛生、給食等に関すること

教育委員会

＜水産業総合相談・融資制度＞
水産業支援や資金繰り支援（水産振興資金等）に関すること

経済・雇用対策班

知事、副知事、教育長、知事公室長、防災危機管理監、
総合企画部長、総務部長、健康医療福祉部長、

健康医療福祉部理事、商工観光労働部長

＜相談チーム＞
帰国者・接触者相談センターおよび一般電話相談窓口の運営に関すること

＜外来・検査体制整備チーム＞
地域外来・検査センターなど、ＰＣＲ検査の体制整備に関すること

＜経済対策＞経済対策に関すること

新型コロナウィルス感染症
対策協議会

医師会、病院協会、歯科医
師会、薬剤師会、看護協
会、消防長会、大津市、市
長会、町村会、滋賀医科大
学、感染症指定医療機関、
保健所長会

帰国者・接触者相談センター　2月4日開設
☎077-528-3621（5月1日から滋賀県統一窓口）
☎077-526-5411（大津市保健所）
発熱等の症状がある方からの相談受付、受診調整など。

滋賀県緊急事態措置コールセンター　4月21日開設
☎077-528-1344
緊急事態措置の①外出自粛②イベント開催自粛③施設の
使用制限および臨時支援金に関する相談受付。

＜自宅療養支援チーム＞
無症状者や軽症者が自宅療養するための支援に関すること

＜こころのケアチーム＞
感染者や医療従事者等の精神的ケア等に関すること

＜情報・疫学統計チーム＞
患者情報、疫学統計分析、ＰＣＲ検査に関すること

＜物資チーム＞
感染症患者受入医療機関等に必要な資器材の調達に関すること

＜臨時支援金支給チーム＞
感染拡大防止臨時支援金の支給に関すること
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